
制度の要件として、再取得住宅に居住していることが確認できることが必要です。

再取得住宅に居住していることが確認できる添付書類は、住民票の写し（または届出避難場所証明書）

です。［建築・購入］申請の手引き（Ｐ28～29）を参照してください。

再取得住宅に居住していることを示す「住民票の写し」が提出されていない

再取得住宅に居住していることを「住民票の

写し」（または届出避難場所証明書）で

確認します。

再取得住宅のある自治体で発行を受けて

ください。
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「住民票の写し」の“写し”とは、“コピー”のことではありません

「住民票の写し」のコピーを取ると

複製やCOPYといった文字が浮き上る

ものもあります。

自治体から交付された住民票(原本)が「住民票の写し」という名称です。

自治体から交付された「住民票の写し」をそのまま提出してください。

！
[ご注意ください]

給付申請における「よくある間違い・不備」＜建築・購入＞

6.再取得した住宅に居住していることを確認する添付書類

自治体の発行印があることを確認してください。

申請書を提出する際、発行から3ヶ月以内で

あることを確認してください。

！ [ご注意ください]

自治体の発行印が確認できること
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